
○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
八
十
号 

賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省

令
第
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
に
よ
る
改
正
後
の
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
講
習
に
相
当
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣 

赤
羽 

一
嘉 

一 

名
称 

 
 

賃
貸
住
宅
管
理
業
業
務
管
理
者
講
習 

二 

実
施
機
関 

 
 

一
般
社
団
法
人
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
協
議
会 

三 

講
習
実
施
時
期 

 
 

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
も
の 


